
 
 
 
 

 

 

 

 

平成１９年 １ ２ 月 

杉杉          並並          区区 

 

杉 並 区 職 員 白 書

２００７ 



職員白書2007の発行にあたって

　現在、杉並区では、約4000名の職員が区民の暮らしと生活に関わる様々

な分野で仕事をしています。しかし、その現状は職員も含めてあまり知られて

いないのが実情です。そ一ごて、区では、職員の現状を区民の皆様だけでなく職

員自身にも知ってもらうことを目的に、平成13年から職員自書を発行してき

ました。

　一方、国におい一で、平成16年に地方公務員法が改正され、人事行政の運営

等の状況の公表に関する事項が定められました。区においても、自；台基本条例

の趣旨、そして改正された地方公務員法の規定に基づいて、平成17年3月に、

「杉並区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」を制定し、人事行政の

より一層の公正な運営と透明性の向上を図ることとしました。

　『職員白書』は、一昨年から、これまでの白書の内容に新たな項目を追加し、

また、地方公務貫法に規定する人事委員会からの業務の状況の報告をあわせて

冊子形式にまとめることで、条例に基づく人事行政の運営等の状況の公表を行

うものとして発行しています。

　職員白書の発行も今回の『職員白書2007』で6回目となりましたが、今

後も、皆様のご意見などをお寄せいただき、よりわかりやすい白書にしていき

たいと思います。

　どうぞ皆様のご理解とご協力をこころよりお願い申し上げます。

平・成19年。ユ2月

杉並区長
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Ⅰ 職員の勤務条件をめぐる最近の動き 
 

 
 
１ 人事制度の改善 

(1) 昇給制度の改善（１8 年度） 
  勤務実績をきめ細かく反映させるため、従来の号給を４分割にするとともに、

普通昇給と特別昇給を統合し、勤務成績に応じた５段階の昇給区分とし、昇給時

期についても１８年度から 4 月 1 日に統一しました。また、最高号給を超えて

昇給する枠外昇給も廃止しました。 
 

(2) 一般職の任期付職員制度の実施（１8 年度） 
  公務の能率的運営を確保するため、専門的な知識経験を有する者を、その知識

経験が必要とされる業務期間に限って採用する任期付職員制度を実施し、１８年

４月には、管理職１名を採用しました。 
 
(3) 特殊勤務手当の一部廃止（１8 年度） 

  不規則勤務手当のうち、土・日・年末年始の勤務に係る手当の廃止を、１８年

４月から実施しました。 
 
(4) 子育て支援に係る休暇の充実（１７年度） 

  妊娠初期休暇の母体保護休暇への変更、出産支援休暇の日数増など、職員の子

育て支援に係る休暇を、１７年１１月から充実させました。 
 
(5) 行政系 1 級職と２級職の統合（１8 年度） 

  行政系職員の職務の級のうち、1 級と２級について、職責の違いが明確でなく、

区分する意義が薄れていることから、統合し１級職とし、１８年４月から全体と

して１級から９級までの体系に改めました。 
 

(6) 技能系人事制度の改善（１７年度） 
  技能系職員の能力と業績に応じた処遇の徹底を図るため、技能系職員について

は４層制の職級構成とし、これに合わせた４級構成の給料表を適用するなどの技

能系人事制度の改善を行い、１７年４月から実施しました。同時に、業務員制度

は現員がなくなりしだい廃止することとしました。 
 
 (7) 技能主任職昇任選考の実施（１６年度） 
  技能系職場における職員の指導育成を行い、現場作業におけるリーダーとなる

技能主任を配置するため、１６年度から技能主任職昇任選考を実施し、１７年４
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月から技能系職場に技能主任を配置しています。業務系についても、１７年７月

から同様の取扱いとなりました。 
 
 (8) 職員の再任用の実施（１６年度） 
  再雇用職員では配置が困難な職種やポストに配置するため、１６年度から、定

年退職した職員の再任用を実施しています。 
 
 (9) 経験者採用試験の実施（１６年度） 
  民間企業での有用な職務経験を有する人材を活用し、清掃事業の円滑な遂行を

図るため、経験者採用試験を１６年度に実施し、１７年４月、機械技術１名、電

気技術２名の係長級職員を採用しました。 
 

(10) 異職種交流の実施（１５年度） 
  福祉職などの専門職を事務系職場に配置する異職種交流の試行を１５年度か

ら実施しています。今後、試行の効果を検証したうえで本格実施します。 
 

(11) 主査の昇任待機期間の短縮（１５年度） 
  １４年度の定期異動の際、主査から係長・担当係長への昇任待機期間は、ほと

んどの職種で７～８年でした。待機期間の長期化は職員の活力の低下を招きかね

ないため、１５年度の定期異動から、人員増を伴わない課務担当係長ポストの増

などの工夫により、待機期間の短縮を図っています。 
 

(12) 名誉昇給の改善（１５年度） 
  対象者にほぼ一律に支給する運用となっていた退職時の名誉昇給については、 
区民の理解を得ることは困難であると判断し、１５年１２月末で廃止しました。 

 
(13) 一般職員人事異動基準の見直し（１４年度） 

  １４年度に事務系職員の異動基準を改善し、１５年度の定期異動から適用しま

した。１５年度には建築、機械、電気の技術系職員の異動基準を改善し、１６年

度の定期異動から適用しました。これにより、計画的なジョブ・ローテーション

の確立を図っています。 
 

(14) 複線型ローテーションの導入（１４年度） 
  税やＩＴ、福祉など、特定分野のスペシャリストを育成する専門事務職の導入

については、事務系職員の勤務年限が５年に短縮されたことに伴い、その必要性

を引き続き検証していきます。 
 

(15) 職位に応じた役割の明確化と名称の改善（１４年度） 
  １４年度から、総括係長のうち各課の庶務担当係長を課長代理に、課務担当主
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査を担当係長に、名称等を改正し、役割の明確化を図りました。 
 
 (16) 降任制度の創設（１３年度） 
  本人からの降任申出があった場合、降任等審査委員会の審査を経て、降任する

ことが認められる降任制度を１３年度に創設し、１４年度の定期異動から実施し

ています。１４年度以降、１９年度の定期異動までに２２名が降任しました。内

訳は、課長級から係長級への降任が２名、係長級から主任主事への降任が２０名

となっています。 
 
 
２ 私のチャレンジプランの導入 
 部、課、係を単位として組織目標を設定し、目標の達成にむけて、職員一人ひと

りが自分の仕事への取組みや職務遂行に必要な能力開発の目標について考え、チャ

レンジする「職員チャレンジ目標制度」を１５年度に試行し、１６年度から本格実

施しています。平成１９年度からは、組織目標との連携を更に増し、人材育成の視

点を重視した「私のチャレンジプラン」として、新たな制度をスタートさせました。 
 
３ 職員の能力開発 
 第１次人材育成計画を受け、新しい時代の職員像を実現するために、これからの

能力開発の基本的考えと方向、取り組むべき具体策を明示するため、能力開発

行動
アクション

計画
プ ラ ン

を毎年度策定しています。 
 
４ 職員の健康管理・メンタルヘルス 

(1) 心の健康づくり計画 
 職員のこころの健康が保たれるよう、予防から発症・治癒後の職場復帰までを

体系的に整理した「職員の心の健康づくり」を冊子にまとめました。これにより、

職員の心のケアを実施します。 
 
(2) 各職場との連携 
 心の健康問題を抱えている職員と職場の上司、主治医との連携を図り、職場復

帰への支援を実施するとともに、復帰後には心理カウンセラーのフォロー面接を

実施しています。 
 
(3) 健康管理講演会の実施 
 特定検診・保健指導に先がけ、メタボリックシンドロームに関する基礎知識と、

予防のための運動についての講演会を実施しました。 
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５ その他  
(1) 庶務事務システムの構築 
「杉並区情報化アクションプラン」に基づき、各課における庶務事務を軽減し、

職員が本来業務に専念できる環境を整備するため、ＩＣカードを使用した庶務事

務システムを構築し、１９年度から稼動しています。 
 

(2) 職員の子育て支援行動計画の推進 
  「次世代育成支援対策推進法」に基づき、子育てを行う職員の仕事と子育てと

の両立を支援する勤務環境の整備を図るため、同法に規定された特定事業主行動

計画として、「杉並区役所職員の子育て支援行動計画」を１７年１月に策定しま

した。今後、計画の推進組織を設置し、勤務環境の整備に努めます。 
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Ⅱ 表とグラフで見る職員の現状 
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第１章 職 員 

１ 区職員の配置の現状 

  平成 19 年 4 月 1 日現在の職員数は、3,971 人です。（特別職、臨時職員を除く。） 

部別の配置状況は、保健福祉部が 1,901 人と最も多く、あとは教育委員会(学校も含

む)、区民生活部、環境清掃部、都市整備部、政策経営部の順になっています 

 

部等 課　　等 部等 課　　等 部等 課　　等
男 女 計 男 女 計 男 女 計

企画課 14 1 15 地域保健課 7 7 14 庶務課 23 11 34
財政課 9 1 10 健康推進課 4 11 15 教育人事企画課 5 3 8

情報システム課 33 4 37 生活衛生課 20 19 39 教育改革推進課 13 5 18

職員課 21 14 35 保健予防課 9 15 24 学務課 10 15 25

経理課 21 5 26 荻窪保健センター 3 20 23 社会教育スポーツ課（本庁） 8 11 19

営繕課 35 5 40 高井戸保健センター 2 17 19 社会教育センター 6 4 10

職員能力開発センター 3 4 7 高円寺保健センター 5 17 22 社会教育スポーツ課小計 14 15 29
　　　　　　　計 136 34 170 上井草保健センター 2 11 13 科学館 7 2 9

総務課 19 6 25 和泉保健センター 3 9 12 郷土博物館 4 2 6

広報課 10 5 15 衛生試験所 5 9 14 済美教育センター 5 8 13

区政相談課 5 4 9 　　　　　　　計 60 135 195 　　　　　　　計 81 61 142
　　　　　　　計 34 15 49 都市計画課 23 3 26 中央図書館 24 12 36

危機管理対策課 10 0 10 住宅課 12 4 16 地域図書館（８） 44 33 77

防災課 13 2 15 まちづくり推進課 24 6 30 　　　　　　　計 68 45 113
　　　　　　　計 23 2 25 建築課 28 8 36 小学校　（４４） 137 131 268

管理課 10 7 17 土木管理課 50 10 60 中学校　（２３） 47 32 79
区民課（本庁） 37 58 95 建設課 17 2 19 幼稚園（６　教頭含） 1 29 30
区民係 47 55 102 交通対策課 20 4 24 養護学校　（１） 3 3 6

区民課　小計 84 113 197 みどり公園課（本庁） 23 6 29 健康学園　（１） 10 9 19
地域課（本庁） 8 11 19 南公園緑地事務所 17 2 19 　　　　　　　計 198 204 402
地域活動係 15 8 23 北公園緑地事務所 20 0 20 347 310 657

地域課　小計 23 19 42 みどり公園課　小計 60 8 68 人事・厚生事務組合 2 2 4

課税課 35 38 73 杉並土木事務所 34 2 36 清掃一組 23 5 28

納税課 22 19 41 　　　　　　　計 268 47 315 後期高齢者医療広域連合 1 0 1
文化・交流課 10 6 16 環境課 20 9 29 勤労者福祉協会 3 1 4

産業経済課 12 9 21 清掃管理課 15 9 24 障害者雇用支援事業団 1 2 3
　　　　　　　計 196 211 407 清掃事務所 136 2 138 社会福祉協議会 2 1 3

管理課 12 11 23 杉並中継所 12 0 12 スポーツ振興財団 7 2 9

国保年金課 48 62 110 清掃事務所　小計 148 2 150 海外派遣 0 1 1
障害者施策課 15 16 31 方南支所 96 2 98 　　　　　　　計 39 14 53
こども発達センター 6 28 34 杉並清掃事業所 37 0 37 4 0 4

障害者施策課　小計 21 44 65 方南支所　小計 133 2 135

障害者生活支援課（本庁 8 11 19 　　　　　　　計 316 22 338 1811 2164 3975
すぎのき生活園 18 30 48 会計管理室 10 9 19
こすもす生活園 10 9 19 1393 1831 3224
なのはな生活園 7 16 23 11 2 13
なでしこ生活園 4 5 9 監査委員事務局 6 2 8
障害者生活支援課　小計 47 71 118 区議会事務局 11 5 16
高齢者施策課 14 11 25

ゆうゆう館　（32） 0 8 8

高齢者施策課　小計 14 19 33

介護予防課 8 36 44

介護保険課 19 35 54

子育て支援課 10 28 38
保育課（本庁） 15 12 27

保育園　（４1） 14 804 818

保育課　　小計 29 816 845
児童青少年課 20 11 31

児童館　　（４１） 59 165 224

児童青少年課　小計 79 176 255

杉並福祉事務所 24 23 47

高円寺事務所 22 22 44
高井戸事務所 17 13 30
杉並福祉事務所　小計 63 58 121
　　　　　　　計 350 1356 1706

選挙管理委員会事務局

教育委員会　計
公
社
等

環
境
清
掃
部

保
健
福
祉
部

特別職等

総職員数

区長部局　計

都
市
整
備
部

図
書
館

危
機
管
理
室 学

校区
民
生
活
部

政
策
経
営
部

杉
並
保
健
所

教
育
委
員
会
事
務
局

区
長
室

各部局配置職員一覧 平成19年4月1日現在
職員数 職員数 職員数
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２ 職員数の推移 

 職員数は、昭和 40 年４月の福祉事務所等の都からの大幅な事務移管、部制の施行、

昭和 50 年４月の都の配属職員制度廃止、保健所事務の移管等、人口増による行政需要

の拡大により増加してきました。 

 昭和 60 年に行財政改革に取り組んで以降、職員数は昭和 59 年をピークに減少傾向

にありますが、平成 12 年度は、清掃事業移管に伴い都の清掃職員 347 名が派遣された

ため、291 名の増となっています。「スマートすぎなみ計画」（10 年間で 1,000 名の人

員削減を目標）策定後、7年間で 745 名削減し、平成 19 年４月１日では 3,971 人にな

りました。 

 

杉並区職員数の推移
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区長公選制 
保健所移管 

平成 12 年 
清掃事業移管 



 - 8 -

３ 年齢別職員数 

 職員の平均年齢は年々高くなっており、この５年で 0.8 歳高くなっています。

これは、行財政改革による新規採用の抑制、退職不補充などによるものです。

 

※ 特別職等を除く。 

 

○ 年齢構成も２０代が減少、５０代が増加してきています。 

※特別職等を除く。 

 

職員の平均年齢の推移(各年4.1現在)
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43.6

43.8
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職員の年齢構成の推移
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２９歳以下 ３０歳以上３９歳以下 ４０歳以上４９歳以下 ５０歳以上

(各年４.１現在) 

年齢 
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○ 年齢別に見ると 42 歳から 58 歳にかけて 120 名を超える大きな山があり、特に、 

いわゆる団塊の世代を含む 57 歳・58 歳の層が 130 名を、中堅の 46 歳・47 歳の層は、160

名を超えています。 

 

○ 一方、10 代の職員は３名、25 歳以下の若手職員は 141 名(3.55％)となっています。 

  

 

 

 

 

年齢別職員数
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年齢

人数には、特別職等４を含まない

平成 19 年４月１日現在 
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職種別職員数

その他
1%

技能系
19%

医療技術系
4%

一般技術系
7%

福祉系
27%

事務系
41%

児童指導
6% 保育士

18%

事務・社会教育
42%

自動車運転他
8%

福祉その他
3%

土木造園
3%

用務
3%

調理
6%

作業Ⅰ
1%警備

1%

医師その他
3%

建築
2%

衛生監視
1%

保健師
2%

電気その他
1%

４ 職種別職員数 

 区の職員を職種別で見ると、職員総数3,971人のうち、事務系が1,637人（41％）、

福祉系が 1,068 人（27％）、技能系が 761 人（19％）、一般技術系が 277 人（7％）、

医療技術系が 175 人（4％）となっています。 

 

【ひとくちメモ －職員の区内居住率はどのくらい‐】   

  職員全体では、69％の職員が区外から通っています。 

  職種別に見ると、事務系で 71％、一般技術系で 76％の職員が区外に居住し

ています。逆に区内の居住率が高いのは、保育士で、39％が区内に居住してい

ます。  

 

1637 人
3971 人

1068 人

761人

14.4.1 現在 19.4.1 現在 
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５ 職層別職員数の推移 

 区の職員を職層別で見ると、近年、新規採用職員が減少する中で、主任主事

以上の職員が 60％を超えてきています。 

平成 19 年４月１日での職層別の割合は、管理職 105 人(2.8％)、係長級 797

人(21.1％)、主任主事 1,575 人(41.6％)、一般職員 1,358 人(34.6％)となってい

ます。 

  

 

※特別職、派遣職員、休職者等を除く。 

 

 

【ひとくちメモ －男女別では…－】 

 平成 19 年４月１日現在で見ると、性別では、男性職員 45.8％、女性 

職員 54.2％となっています。 

職種別で見ると、事務系では、男性職員が 56.7％となり過半数を超えて

いますが、保育士を含んだ福祉系では女性職員が 89.0％、医療技術系では

88.0％と多くなっています。 

職層別で見ると、女性職員の割合は一般職員 53.4％、主任主事 68.3％、

係長職 33.8％、管理職 11.4％となっています。  

職 層 別 職 員 数 の 推 移

2,122 2,038 1,924 1,784 1,691 1,575 1,460 1,366 1,451 1,358

1,305 1,355 1,405 1,434 1,448 1,430 1,434 1,455 1,562 1,575

771 784 800 798 784 800 800 798 784 797

10510397100101106107108107116

0%
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70%

80%

90%

100%

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

一 般 職 員 主 任 主 事 係 長 級 管 理 職

各年４月１日現在 
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第２ 採用、昇任、処分、退職 

１ 採用 

 

厳しい社会経済情勢や行政改革に伴う定数削減を反映し、職員の採用数は、平成 

１９年度は、平成４年度の３分の１以下となっています。 
 
 

○ 事務系の採用者は、平成６年度の４１名に対し、平成１９年度は２０名に減少して 

います。 

 

  

            

     新規採用職員の内訳       平成 19 年 4 月 1日現在 

 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

事務系 41 47 38 23 18 28 15 １ 11 17 24 21 20 20

福祉系 44 45 32 38 35 26 31 34 30 28 15 22 4 16

一般技術系 3 9 3 6 5 4 6 2 2 6 15 9 1 7

医療技術系 9 10 11 16 9 6 6 9 3 4 4 6 8 5

技能･業務系 27 40 38 27 34 19 15 12 1 0 0 0 0 0

合計 124 151 122 110 101 83 73 58 47 55 58 58 33 48

※ 各年度の新規採用職員（年度途中の採用職員を含み、他区などからの転入・幼稚園、小学校教諭は含ま

ない）  

 

 

職員採用数の推移（全体）
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２ 昇任 

 

 一般行政職の職員は、職務の内容に応じ１級職から９級職までに区分された職に任

用されています。上位の職に任用されることを昇任といいます。 

 特に主任主事、係長職、管理職の選考には、筆記試験等の選考があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 歳代 

30 歳代 

40 歳代 

50 歳代 

採用から昇任の流れ 

管
理
職
選
考 

大卒程度(Ⅰ類) 
（1級･2 級） 

８年
以上 

(1 級 1 年 
 2 級 7 年)

12 年 

以上 
(1 級 5 年 
 2 級 7 年) 

主  任  主  事（3 級） 

係  長  級（4 級） 

５年
以上 

総 括 係 長 級（5級） 

管
理
職
選
考 ７年

以上 統括係長職昇任選考 

係長職昇任選考 

 
管理職 

部 長 級

統 括 課 長 級

課 長 級

管理職
選考 

主任主事 
昇任選考 主任主事 

昇任選考 

高卒程度(Ⅲ類) 
（1級･2 級） 
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（１） 主任主事昇任 

○ 選考対象者（有資格者） 

 [短期]  ２級職７年以上  ５０歳未満 

 [長期Ａ] ２級職１２年以上 ４０歳以上 ５６歳未満 

 [長期Ｂ] ２級職５年以上  ５５歳以上  

 

○ 主任主事選考（短期）の実施状況を見ると、有資格者、受験者、合格者数は、減

少傾向にあります。 

 

 

 

 

○ 平成 19 年度の主任主事選考(短期)合格者の平均年齢は、33.6 歳です。 

年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

平均年齢 33.6 35.1 34.7 33.4 33.4 33.1 32.8 32.7 33.7 33.2 

 

 

 

 

 

 

主任主事選考実施状況
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（２）係長職昇任 

 

  ○ 選考対象者（有資格者） 

    [一般] 主任主事５年以上 ５０歳未満 

    [長期] ３級職１５年以上うち主任主事７年以上 ５０歳以上５８歳未満 

 

○ 係長職昇任選考(一般)の実施状況を見ると、有資格者、受験者数共に減少傾向に

あります。 

 

 

 

○ 係長職昇任選考(一般)の合格者の平均年齢は、上昇傾向にあります。 

平成 19 年度の平均年齢は 42.9 歳となっています。 

 

       係長職昇任選考（一般）合格者の平均年齢 

 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

平均年齢 39.1 40.0 40.8 40.5 40.3 4１.0 4１.2 40.5 40.9 42.1 

 

 

 

 

 

係長選考(一般)実施状況
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（３）主査から係長・担当係長への任用と総括係長職昇任 

 

○ 係長職及び総括係長職のポストと在職者数の関係で、主査が係長・担当係長にな

るまでの平均年数は年々長期化し、平成 9 年度に 4．96 年だったものが、平成 14 年

度には平均7.7年にまでなっています。また、昇任時の平均年齢も平成10年度の45.7

歳から、平成 12 年度には、48.5 歳と 2.8 歳も上昇しています。このことは、若手係

長として行政の最前線で力を発揮する時期が遅くなり、係長職昇任選考合格者のモラ

ールを下げる原因にもなっています。意欲や能力の高い主査を早期に昇任させること

ができるよう、平成 15 年度から段階的に昇任待機期間の短縮を図っていますが、こ

こ数年は再度長期化する傾向にあります。 

○ 総括係長職昇任者の平均年齢は、ほぼ横ばいの状態となっています。 

 

 

 

 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

係長・担当係長 

任用平均年齢 
45.7 47.0 48.5 47.8 48.2 47.9 47.9 45.0 46.8 47.5

 

総括係長職昇任者数と昇任平均年齢 

 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

総括係長昇任

者数 
17 16 17 20 22 26 26 24 27 27

平均年齢 50.2 50.3 51.1 48.2 50.6 50.7 51.3 51.3 49.1 49.2

 

主査から係長･担当係長になるまでの平均年数の推移
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（４）管理職選考 

 

○ 管理職選考は、特別区人事委員会の２３区統一選考で実施しています。 

○ 選考対象者 

[Ⅰ類] 主任主事 6年以上  55 歳未満 

[Ⅱ類] 総括係長１年以上  47 歳以上 56 歳未満 

 

○ 近年、Ⅰ類合格者は管理職任用まで２年間の任用待機をしています。 

○ 杉並区は、女性合格者が他区と比べても少ないのが実情です。 

 

女性管理職の割合              
＜平成 18 年４月１日現在＞ 

  23 区全体の女性管理職の割合  12.3％   （1894 人中 233 人） 
 ＜平成 18 年４月１日現在＞ 

  杉並区            10.0％  （100 人中 10 人） 

 

       

 

                 杉並区の管理職選考合格者 

 

 Ⅰ類 Ⅱ類 計 女性合格者 

平成 9年 
７ 

（事務 6、技術Ⅰ１） 

１ 

（事務１） 
８ ０ 

平成 10 年 
８ 

（事務 8） 

１ 

（事務１） 
９ ２ 

平成 11 年 
４ 

（事務 4） 

２ 

（事務２） 
６ １ 

平成 12 年 
６ 

（事務５、技術Ⅲ１）

１ 

（事務１） 
７ １ 

平成 13 年 
３ 

（事務３） 
０ ３ ０ 

平成 14 年 

４ 

（事務２、技術Ⅰ１、

      技術Ⅲ１）

２ 

（事務１） 

（技術１） 

６ ０ 

平成 15 年 
３ 

（事務３） 

１ 

（技術１） 
４ １ 

平成 16 年 
３ 

（事務３） 

１ 

（事務１） 
４ １ 

平成 17 年 
４ 

（事務３、技術Ⅲ１）

３ 

（事務３） 
７ ０ 

平成 18 年 
４ 

（事務３、技術Ⅱ１）

２ 

（事務２） 
６ １ 
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３ 処 分 

 

 法令違反などの一定の義務違反があった場合、職員は懲戒処分を受け、道義的責

任が問われます。 

職員一人ひとりが、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を有

していることを強く自覚する必要があります。 

 

○ 地方公務員法は、懲戒処分として免職、停職、減給、戒告の４種類を定めていま

す。 

○ 平成１３年から、杉並区では「職員の懲戒処分等の公表基準」について定めてお

り、職員の懲戒処分等を行った場合に公表しています。 

 

懲 戒 処 分 の 概 要 

処分の内容 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

戒告   

１名（公務

中の交通事

故） 

５名（公務

中の交通事

故１名、投

票用紙の誤

交付２名、

個人情報の

紛失２名）

  

減給  

１名（公務

中の交通事

故） 

 

 １名（通勤

途上の交通

事故） 

 

停職１か月

未満 

１名（慶弔

休暇の不正

取得） 

１名（無届

欠勤等） 

１名（私事

欠勤） 

１名（職務

専念義務違

反） 

 
１名（私事

欠勤） 

停職１か月

以上 

  ３か月

未満 

１名（無許

可の兼業） 

１名（通勤

手当の不正

取得） 

２名（無許

可の兼業２

名） 

１名（私事

欠勤） 

１名（私事

欠勤） 

１名（私事

欠勤） 

停職３か月

以上 

１名（団体

運営経費の

不正流用及

び無許可の

兼業） 

  

  

 

計 ３名 ３名 ４名 ７名 ２名 ２名 

※「職員の懲戒処分等の公表基準」制定以降、平成１７年度末までに懲戒処分を受けた人

数 
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４ 退 職 

 

 退職は、定年退職とその他の退職（定年前の勧奨退職と普通退職に区分）に分け

られます。 

 今後、10 年間の定年退職者の見込みは、約 1,200 人になります。これに普通・勧

奨退職者（見込み）を加えると約 1,500 人の退職が見込まれます。 

 

○ 過去８年間の退職者数 
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○ 今後の定年退職者数の見込み 

 

 

定年退職者予定数
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平成27年度
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○ 平成 19 年度以降、いわゆる「団塊の世代」を中心に、定年退職者が急増します。 

これに伴い、退職手当の財源が必要となってきます。 

 平成 17 年度の定年退職者は 60 名、退職手当支給総額は 15 億 1,079 万円でした。 

一人あたりの退職手当平均支給額は、約 2,518 万円となります。 

  これを平成 19 年度で見込むと 30 億 7,196 万円になり、平成 17 年度の約２倍と 

なります。こうした退職手当支給のピークが平成 19 年度から数年間続きます。 

 

人 
平成 19 年 4 月 1 日現在 
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第３ 勤務条件 

１ 勤務時間 

 

 

２ 年次有給休暇 

 

○ 年次有給休暇の取得状況 

  休暇を取得する理由は様々ですが、毎年平均して１５～１６日程度の取得をしていま

す。 

 

 

３ 特別休暇等 

 

 

 職員の勤務時間は、杉並区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例に基づ

いて、１週間に４０時間（１日８時間）と定められています。（職務の内容によっ

ては、割り振りが異なる場合があります。） 

区職員には、条例に基づき、１年に２０日間の有給休暇が与えられています（２

３区すべてに共通しています）。休暇は、職務に支障がないときは、時間単位での

取得が可能です。 

年次有給休暇の平均取得日数

15.6

16.1 16.1
16.3

15.2 15.3 15.2

14.7

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

職員には、選挙権行使や、結婚、出産その他の特別の事由によって、勤務しな

いことが相当である場合、その理由に相応した休暇があり、これを特別休暇と

呼んでいます。また疾病、負傷の療養や、家族介護のために、病気休暇、介護

休暇という制度もあります。 
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４ 育児休業 

 
 
 
 
 
 
 

○ 育児休業は、子を養育する職員の継続的な勤務を促進することを目的とした制度で

す。常勤職員が、３歳に満たない子を養育している場合、その子が３歳に達するまで

の期間取得することができるものです（平成 14 年 4 月に、育児休業法の改正に伴い、

対象となる子の年齢が１歳から３歳に引き上げられました。）。ただし、育児休業終了

後も引き続き勤務する意志のある職員が対象となります。 

○ 近年は、男性職員も取得しており、男性が育児に参加する社会状況を反映した傾向

が伺えますが、まだまだ男性が取得しやすい環境とは言い難い状況です。 

 

  

育児休業の取得状況
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平成１５年に、次の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会を

形成するため、「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。杉並区におい

ても、法の趣旨に基づき、事業主としての立場から、平成１７年１月に、「杉並

区役所職員の子育て支援行動計画」を策定し、職員の子育て支援に取り組んで

います。 
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第４ 職員の給与と人件費 

 

１ 区職員の給与決定のしくみ 

 

区の一般職員の給与は、２３区が共同で設置した特別区人事委員会が、毎年、民間従

業員の給与の実態などを調査し、区職員と民間従業員との給与の較差を明らかにしたう

えで、その較差をなくし民間給与の実態と合うように給与の是正を勧告します。 

この勧告を受けて、区は給与に関する条例案をつくり、議会での審議を経て、一般職

員の給与を決定しています。 

 

○ 平成 18 年度は、公民較差是正のため給料月額等を 0.41％引下げるとともに、配偶者

及び配偶者のない第一子の扶養手当を 1,000 円引下げる旨の勧告をもとに、給与条例の

改定が行われました。（公民較差 △1,788 円（△0.41％））  

 

 

２ 区職員の給与（平成 18 年度一般会計決算、退職手当を除く） 

 

               職員一人あたり人件費 

      （単位：千円）

  給料 職員手当等 退職手当を 給与費 退職手当を 共済費 人件費 退職手当を

 人数    除く職員手当  除く給与費   除く人件費

  （A） （B) うち退職手当（C) (B)ー（C) （A)＋（B)＝（D) (D)－（C) （E) （D)＋（E)＝（F) （F)－（C)

一般職員 

人件費 

3,848 16,354,553 14,989,929 3,184,599 11,805,330 31,344,482 28,159,883 4,817,438 36,161,920 32,977,321

1人あたり  4,250 3,896 826 3,068 8,146 7,318 1,252 9,398 8,570

※再任用職員除く  

 

 

 

○ 上記の表で見るように、区職員の平均給与は年額約 732 万円です。 

ただし、人件費ということでみると、これに共済費、退職手当が加わります。 

共済費を含めて計算すると 1 人あたりの人件費は約 857 万円、また退職手当も含める

と 1人あたり約 940 万円となります。 

一般職員１人あたりの 
職員給与費 

一般的にいう 
一般職員１人あたりの 
人件費 
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３ 職層別給与、職種別給与 

 

区職員の給与の実際はどのようになっているのでしょうか。 

平成 18 年度の実績をもとに職層別、職種別の平均給与の実際を紹介します。 

 

（１）職層別平均給与額（平成 18 年度実績） 

職層別にみると一般主事が約 500 万円、主任主事が約 750 万円、係長級が約 880 万円、

管理職が約 1,170 万円、技能業務系主事が約 700 万円となっています。 

 

             平成 18 年度職層別年間平均給与額        （単位：円） 

 職層名 職員数 給   料 地 域 手 当 扶 養 手 当 期 末 勤 勉 その他手当 合       計

部長級 32 6,316,500 986,857 161,888 3,666,788 1,985,503 13,117,536

統括課長級 19 5,836,421 875,344 143,432 3,157,807 1,485,594 11,498,598

課長級 52 5,454,349 821,174 172,088 2,935,167 1,551,870 10,934,648

管 

理 

職 
小計 103 5,792,681 882,641 163,633 3,203,536 1,674,365 11,716,856

総括係長 195 5,361,958 670,416 112,209 2,474,781 739,428 9,358,792

係  長 295 5,046,890 631,484 108,993 2,254,256 821,094 8,862,717

係内主査 292 4,731,187 592,296 105,494 2,089,538 743,537 8,262,052

係 

長 

級 
小計 782 5,007,622 626,566 108,489 2,247,749 771,833 8,762,259

主任主事 1,469 4,427,929 550,189 64,726 1,944,850 473,595 7,461,289

２級職 635 3,114,756 385,389 32,922 1,314,263 391,993 5,239,323

１級職 102 2,243,244 275,389 4,439 885,016 326,409 3,734,497

一 

般 

主 

事 小  計 737 2,994,103 370,160 28,979 1,254,838 382,914 5,030,994

技能･業務系主事 796 4,047,358 510,228 118,901 1,749,937 535,919 6,962,343

総  計 3,887 4,230,917 532,046 80,468 1,868,397 560,971 7,272,799

    ※職員数は１２か月の平均職員数。（幼稚園教諭は含まず） 

 

（２）職種別年間平均給与額、人件費（平成 18 年度実績） 

職種別の年間平均給与額と人件費は下記のとおりです。 

 

      平成 18 年度職種別平均給与額と平均人件費      （単位：円） 

職種 職員数 平均給与額 共済費 平均人件費 

事務系 1,618 7,613,679 1,284,681 8,898,360 

福祉系 1,044 6,830,051 1,193,885 8,023,936 

一般技術系 261 7,859,838 1,327,248 9,187,086 

医療技術系 168 7,235,604 1,223,156 8,458,760 

技能･業務系 796 6,962,343 1,189,258 8,151,601 

合 計 3,887 7,270,010 1,240,952 8,510,962 

※職員数は１２か月の平均職員数。（幼稚園教諭は含まず） 
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４ ラスパイレス指数 

 

ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を１００とした場合の地方公共団 

体職員の給与水準を指数で示したものです。 

平成１８年度の区職員のラスパイレス指数は、２３区平均より若干高めとな 

りました。 

また、地域手当補正後ラスパイレス指数は、１００.８でした。 

※地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味して比較した指数で 

す。 
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 9.4.1 10.4.1 11.4.1 12.4.1 13.4.1 14.4.1 15.4.1 16.4.1 17.4.1 18.4.1

杉並区 103.4 103.4 103.0 102.6 102.5 102.2 102.4 100.2 100.1 101.7

２３区平均 103.4 103.2 102.9 102.6 102.3 102.1 102.1 100.3 100.3 101.4

全地方公共団体平均 101.5 101.3 101.2 100.7 100.5 100.6 100.1 97.9 98.0 98.0 
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５ 人件費の抑制 

 

人件費については、職員数は削減していますが、金額及び歳出全体に占める 

割合（人件費比率）は、高いレベルで推移しています。 

職員定数の削減などにより職員数が減っても、退職手当の増加により人件費 

が伸びる結果になることもあります。また、人件費総額が減っても区全体の歳 

出総額が減ると、人件費比率が上昇することもあります。 

人件費抑制のため、より一層の内部努力を行うことが求められています。 

 

 

○ １０年間の職員数の推移 

職員数の増減
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○ 人件費総額及び人件費比率の推移 

 

人件費総額及び人件費比率の推移
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  ※普通会計決算による。 

※１２年度に清掃職員が３４７名加わる 
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第５ 健康管理 

１ 所属別定期健康診断受診状況 

 

  区職員の定期健康診断の過去６年間の実績を示したものです。 

近年の健康志向に伴い受診率は向上し、高水準で定着しています。 

 

 
所属別定期健康診断受診率について（６年間） 

平成１９年３月３１日現在 
部 名 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 18 年度 

政策経営部 87.3％ 87.4％ 90.2％ 92.0％ 94.1％ 90.9% 

区長室 93.1％ 87.3％ 89.8％ 92.9％ 80.4％ 87.9% 

危機管理室  78.9％ 85.0％ 82.6％ 100.0% 

区民生活部 86.0％ 88.6％ 90.0％ 92.3％ 89.8％ 92.1% 

保健福祉部 91.9％ 92.5％ 92.1％ 93.2％ 92.9％ 93.5% 

都市整備部 87.2％ 90.7％ 90.1％ 91.9％ 91.8％ 90.9% 

環境清掃部 84.4％ 88.2％ 93.4％ 90.9％ 90.8％ 93.2% 

清掃派遣 92.6％ 93.2％ 91.3％ 98.3％ 97.1％ 97.5% 

教育委員会

事務局 
89.7％ 88.6％ 87.3％ 85.8％ 87.8％ 84.8% 

行政委員会 94.0％ 94.0％ 88.5％ 95.0％ 96.4％ 96.6% 

学校 84.5％ 89.4％ 82.6％ 77.8％ 91.5％ 90.3% 

 

定期健康診断受診率（全体）
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２ 長期病気休暇取得者数、休職者数 

 

過去５年間の推移を示したものです。 

心療系疾患による数が取得者の中で一定の数値を占めています。  
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３ 職員健康相談室利用状況 

 

  平成１４年度からより多くの職員の希望を受け入れるために開設日を増やした結果、

相談件数は増加しています。平成１６年度からは、心療内科医（産業医）と心理カウン

セラーを配置し、相談体制の充実を図っています。 
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第６ 職員の福祉・共済・公務災害補償制度 

 

 地方公務員法（第 41 条）は、職員一人ひとりが安心して職務に精励できるよう経済的、

文化的にも生活の充実を図るために、職員の福祉が保護されています。 

また、職員の厚生福利制度では、厚生制度（地方公務員法（以下「地公法」という。）第

42 条）、共済制度（地公法第 43 条）、公務災害補償制度（地公法第 45 条）について定めて

います。 

共済制度や公務災害補償制度などのように、特別法により事業内容が定められているも

のを「法定厚生福利」、地公法第 42 条に基づき実施するものを「法定外厚生福利」とよん

でいます。 

 現行の特別区の厚生福利制度は、次のとおりです。 

 

１ 厚生制度 

職員の健康保持・増進、生活福祉の向上を図ることは、職員の勤労意欲や能率的な公務

運営を確保する上で大きな役割を担っています。地公法第 42 条では、厚生制度について

規定し、その自主的な実施については地方公共団体に義務づけており、これに基づいて、

杉並区及び特別区では、条例により互助会組織を設置し各種事業を実施しています。 

 なお、福利厚生事業のあり方について、区民やマスコミ等からの厳しい指摘を受けて

いる現在、各団体においては、事業運営や事業内容の見直しを行っています。 

 

厚
生
福
利
制
度 

衛生管理（一部法定）

社会保険 

公務災害補償及び安

全管理（一部法定外）

公立学校共済組合 

東京都職員共済組合

厚生制度 

公 務 災 害
補 償 制 度
及 び 社 会
保険 

共済制度 

法定厚生 

福利制度 

法定外厚生 

福利制度 

元気回復 

その他 

特別区職員文化体育会 

職員住宅 

互助事業 

職員健康相談 

環境衛生 

健康診断 

衛生教育 

安全管理 

公務災害補償 

各区職員互助会 

特別区職員互助組合 

その他 
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（１） 杉並区職員互助会 

  杉並区に勤務する常勤職員とこれに準ずる職員（特別会員）が会員として加入し、

会費(給料月額の 3.5/1,000) と 区からの助成交付金（事業主負担）により運営され

ています。 

  主な事業内容は、カフェテリアプラン事業（宿泊補助、各種生涯学習補助など）、

文化活動補助事業（文化・体育サークル活動などへの助成・補助）、給付事業（慶弔

見舞金等の給付）などで、職員の健康保持や元気回復を目的とした各種事業を実施し

ています。 

  平成 18年度の区からの助成交付金は 49,704,925 円で、会費と交付金の比率は 1.0：

0.8 でした。会員数（平成 18 年 4 月 1 日現在）は、4,348 人で減少の傾向にあります。 

 

（２） 特別区職員互助組合 

23 区共同の互助組織として、特別区職員互助組合が設置され、保険事業、相談事業

などを実施しています。 

特別区職員互助組合には、特別区と一部事務組合の職員合わせて約７万人が加入し、

各区が支出する助成交付金分担金（事業主負担）と組合費（給料月額の 2.2/1,000：

18 年度まで）により運営されています。 

平成 18 年度の区の助成交付金分担金は、19,287,815 円で前年度に比べ約 1/4 に削

減されました。これは、特別区職員互助組合の制度改革によるもので、18 年度を以っ

て助成交付金分担金の制度は廃止されました。また、組合費も改定（給料月額の

1.7/1,000）され、19 年度以降はスケールメリットのある保険事業などに限定して事

業展開されることとなりました。 

 

２ 共済制度 

  地方公務員法第 43 条に規定する共済制度は、地方公務員等共済組合法により、職員が

納付する掛金と地方公共団体の支出する負担金を財源として適切な給付を行うことによ

り、職員及びその被扶養者や遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務

の能率的運営に資することを目的とする制度です。区職員は、東京都職員共済組合の組

合員となり、共済事業の事業である短期給付（医療保険給付等）、長期給付（年金給付等）、

福祉事業を受けることができます。 
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３ 公務災害補償制度 

  地方公務員の公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡）又は、通勤による災害に対

する補償については、地方公務員災害補償法に基づき、すべての地方公務員について統

一的に実施されています。具体的には、地方公務員災害補償基金が地方公共団体に代わ

って公務災害補償を行っています。 

 

 

公務災害認定件数（平成19年３月末現在）
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0
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20
30
40
50
60
70
80
90

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度

区職員 清掃職員 学校職員
 

 

４ その他の厚生制度 

（１） 職員の被服貸与 

職務上、必要とする職員（給食調理、清掃職員等）に対して、被服の種類や貸与期

間を定め貸与しています。 
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（２） 職員住宅の管理 

職員住宅には、家族住宅と独身寮があり、貸与を受けることが必要な職員に、貸与

期間、使用料等を定め貸与しています。 

なお、平成 14 年に開設した防災住宅（成田東 4丁目）は、災害対策要員に従事する

ことを入居要件とした住宅です。 

 

（職員住宅の概要） 

名称及び種別 規 模 月額基本使用料 貸与期間 備 考 

堀ノ内住宅 

（家族住宅） 

  平成 18 年度

末で廃止 

久我山寮 

（女子独身寮） 

 

12 室 

4,700 円～ 

    5,400 円

 

5 年 

久我山東保

育園併設 

中瀬寮 

（女子独身寮） 

 

24 室 

 

22,100 円

 

5 年 

中瀬保育園

併設 

防災住宅 

（男子独身寮） 

管理人室 

1 室 

単 身 者 用

19 室 

管理人室 76,600 円 

単身者  25,100 円 

管理人室 10 年 

単身者  5 年 

 

                           ［平成 19 年 4 月 1 日現在］ 
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第７ 能力開発（研修）と勤務評定 

 

「地方自治・新時代｣の幕開けを受け、区は区民の多様なニーズに的確・速やかに対応す

ることが求められています。そのためには、職員一人ひとりが自ら社会経済情勢の変化を

しっかり認識して柔軟かつ弾力的に行動できるよう、新たに能力開発推進計画を策定し、

組織的に能力開発を展開していくことが重要です。 

そこで、「職員の資質を向上させ、職員の持つ可能性や能力をさらに高め、実務に活か

す」ことを考え方の中心に位置付け、平成１８年度には、「自治の時代における新・区役所

づくり」構想などをうけ、新たに「能力開発行動
アクション

計画
プ ラ ン

２００７」を策定しました。 

 今年度は、「杉並区独自の研修元年」です。特別区の共同研修よりもきめ細かく効率的・

効果的に実践的な研修体系を策定し実施します。 

また、区民とともに区のことは区が決める自立した区政運営を担う人材の育成について

検討し、次年度の行動計画に活かします。 

１ ２００７能力開発行動計画
アクションプラン

 

（１）能力開発行動計画
アクションプラン

で育成する職員像 

  複雑化、高度化する行政のニーズに果敢に取り組む行政の「プロ」 

  職員は、行政の「プロ」として自らが積極的に 

   ◎ 区民の声の本質を敏感に受け止めて的確に対応する能力をもつ 

◎ 区民の暮らしを支えることに誇りと喜びを感じる感性をもつ 

   ◎ 職務、職層の役割と責務を果たすために必要とする能力をもつ 

  ことをめざして学び成長します。 

（２）能力開発行動計画
アクションプラン

２００７重点事項 

① 杉並区の職員は杉並区が育てることを基本とし、杉並区独自の研修体系で実施し検

証を行います。  

● 各職層に必要な能力開発にメンタルヘルスの要素を加味した階層研修（ステップ

研修）を実施します。 

● 行政に必要な経営能力を高める職員の自己啓発を支援します。 

● 民間、大学と連携した共同開発研修をすすめます。 

● 特別区共同研修への参加は、区独自では実施困難な必要性の高い専門研修と清掃

研修等とします。 

② 区民との対話から区民の生活を皮膚感覚で感じ、核心となる課題を共有することが

できる職員を育て、職場のコミュニケーション能力を高めます。 

● CS（顧客満足度調査）調査及び研修結果を全庁的に周知し、調査対象職場には改

善策の報告を求めます。また、各職場で実施する接遇・コミュニケーション研修の

支援をします。 

● 各集合研修において、接遇・会話の基本を踏まえたコミュニケーション能力の向
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上につながる研修を実施します。 

③ 「自治の時代における新・区役所づくり構想」の報告書をふまえ、将来を見据えた

人材育成のあり方を見直します。 

● 職場が実施している研修や人材育成計画の策定状況等を把握します。 

● 職員の「学びと成長」を継続的・総合的に支援する人材マネジメントシステムを

開発し導入します。 

 

 

２ 研修受講回数および受講者数 

○ 杉並区職員の平成１４年度から１８年度までの「研修受講回数および受講者数（延べ）」

の実績は、下記のとおりです 

 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

１５５回 ２００回 １８０回 １９５回 ２０７回
杉並区研修

への参加 
５,１５０名 ４,８０９名 ６,７４７名 ３,９５３名 ２,８１８名

２３７回 ２０９回 ２１０回 １９８回 １９７回
特別区研修

への参加 
６８７名 ６７３名 ６５７名 ７１１名 ６４２名

３３回 ４４回 ４２回 ５０回 ２９回特別区等が

行う清掃研

修への参加 ９３名 ９８名 ８６名 １１９名 ８２名

８回 ８回 １０回 ８回 ６回
第四ブロッ

ク研修会が

行う第四ブ

ロック研修

への参加 

９２名 ９７名  ８９名 ８５名 ６７名

４３３回 ４６１回 ４４２回 ４５１回 ４３９回

合 計 

６,０２２名 ５,６７７名 ７,５７９名 ４,８６８名 ３，６０９名

＊ 杉並区研修では、平成 16 年度に全庁職員を対象とした「ｅラーニング」を実施したこ

となどにより、一時的に受講者数が増加しましたが、現在は減少傾向にあります。 
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3 杉並区職員能力開発体系 

●自己啓発

●職場研修 職場内研修

職場内集合研修

●能力開発支援 自己啓発支援 自己啓発講座
自主グループ助成
政策経営ゼミ

職場研修支援 職場研修助成
専門派遣研修
研修情報・資材・会場等の提供

階層研修 第１ステップ 新任研修 ２年目研修

第２ステップ 現任研修 主任主事昇任時研修

第３ステップ 　係長昇任時 課務担当係長研修

第４ステップ 管理職研修 管理職候補者研修

指定研修 区政の現状と課題＊
主任主事昇任者特別講座
係長・主任主事昇任前講演会
クレーム対応研修
文書審査研修
経営セミナー

特別派遣研修

キャリア研修 キャリアⅠ研修（入庁10年目）
キャリアⅡ研修（入庁２0年目）
キャリアⅢ研修（入庁３0年目）

再雇用研修 再雇用職員準備研修

清掃研修

選択研修 法律基礎研修
財務会計研修
区民対応力向上研修
折衝・交渉力研修
OJT研修
区政の現状と課題＊
講演会
IT派遣研修
国内派遣研修
ｅ‐ラーニング（インターネット、ビジネスマナー）

講演会　専門研修　講師養成研修　研修担当者研修

専門研修　清掃研修　講師養成研修  人権研修

第４ブロック研修

特別区共同研修
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４ 勤務評定・自己申告制度 

(１) 勤務評定 

  勤務評定とは、地方公務員法第４０条第１項の規定に基づき実施されるものです。客

観的かつ継続的に職員の勤務実績を把握することで、職員の指導及び監督の有効な指針

として役立てるとともに、公正かつ科学的な人事管理を行うことで、職員の能力及び職

務能率の向上に資することを目的としています。杉並区では、杉並区職員勤務評定規程

に基づいて、勤務実績（能力、態度、業績の３つの観点）により行っており、人事管理

に利用しています。 

管理職については、自己申告書の提出と上司からのヒアリング実施により評定を行う、

目標管理制度が導入されており、その評定結果は、翌年度の勤勉手当の支給割合に反映

させています。 

  また、平成２０年度からは、管理職以外の一般職員についても、勤勉手当に成績率が

導入され、支給額からの拠出や加算が行われるとともに、昇給割合にも評定結果が反映

されるようになります。 

 

(２) 職員チャレンジ目標自己申告制度 

 杉並区では、平成１５年度から、係長級、一般職員を対象として、杉並区職員チャレ

ンジ目標自己申告制度を導入しました。これは、職員が組織目標に対応した職務目標を

掲げ、目標達成に向けて努力することにより、計画的な事業の遂行と組織目標の達成を

めざすこと。また、職務遂行に必要な能力開発や仕事の取組み方に対する目標を掲げチ

ャレンジすることにより、職員の意欲を高め、職場を基本とした組織的・計画的な能力

開発を図ることを目的にしています。平成１９年度からは、職員の人材育成により重点

をおく形で制度を改正し、実施しています。 
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Ⅲ 特別区人事委員会の業務状況の報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方公共団体が人事行政の運営等の状況の公表を行う際には、地方公務員

法第５８条の２第２項の規定により、人事委員会又は公平委員会から報告さ

れる業務の状況をあわせて公表することとされています。 

 この項では、２３区が共同で設置している特別区人事委員会から報告され

た業務の状況を掲載しています。 

 



　　　　　　　　　　　　　　平成18年度の業務状況の報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別

1　職員の競争試験及び選考の状況
（1）採用試験等

　　平成18年度における採用試験等にっい’ては、以下のとおり実施した。
ア　受験資格等

区人事委員会

国籍
要件

事務

土木造園（土木）

建築　　　　　　有

機械

電気

　福祉　　　　　　　無
類

衛生監視（衛生）

衛生監視（化学）

有

保健師　　　　　　無

珊
　事務　　　　　　　有一類

身

障

注
1

事務　　　　　　　有

狂1　　　早害一を対　と

年齢 資格・免許

22歳以上
28歳未満

22歳以上
30歳未満

社会福祉士、児童指導
員または保育士となる
資格を有し、都道府県
知事の登録を受けてい
る者

　晶薫　．一。貝及び

環境衛生監視員

22歳以上
40歳未満

保健師

18歳以上
22歳未満

そ’の他

・活字印刷文による出題に対応’できる人。
ただし、事務に’ついては点字による出題に
対応できる人も受験できる。
・22歳未満の者で学校教育法に基づく大学
（短期大学を除く。）を卒業した人、また

は、こねと同等の資格があると人事委員会
が認．める．人

活字印刷文による出題に対応できる人

18歳以上
28歳未満

　　　　・身体障害者手帳の交付を受けている人
　　　　・特別区の区域内に住所を有一す一る人
・自力通勤がで・き、かつ介護者なしに職務遂行が可能な人

　　　　　・通常の勤務時間に対応できる人
　　　　・活字印刷文による出題に対応できる入

る兼用選一の



イ　日　程

区　　分 I類 III類 身障選考

止ヒ　　　　ニ
香@　　ポ 3月2個 6月13日 8月10日

第1次試験
@（筆記）

5月7日 9月IO日 iO月15日

第1次試験
㈱i発表

6月三6日 10月16日 11月6日

第2次試験
@（面接）

7月3日～7月21日 1O月24日、25日 11月15日、28日

最終合格発表 8月4日 I1月9日 I2月了日



ウ　実施状況
単位　人、％

　職種
i採用区分）

採用予定数 申込者数 受験者数 受験率 第ユ次合格者数 第2次受験者数 最終合格者数
倍率
i倍）

事務
490

7，789 5，972 76．7％ 1，279 1，187
758 7．9

土木造園（土木）
50 383 266 69．5％ 209 …94 138 1．9

一ヒ木造園（造園） ＃VALUE， ＃VALUE1

建築
42 183 153 83．6路 123 1i5 75 2．O

I 機械
11 88 68

77．3％
30 ．28

18
3．8

類
電気

9 U1 69
62．2％

37 33 20 3．5

福祉
3 2I3 153 7王．8％ 三〇 1o 5

30．6

衛生監視（衛生） 23 1b8
王11 70．3路 59 57 38 2．9

衛生監視（化学）
5 146 97

66．4％ 28 25 16
6．I

保健師
34 44C 373 84．8％ 107 104 69 5．唾

I類計
667 9，5…1 7，262 76．4路 1，882 1，753 1，137 6．4

皿 事務 120 1，472 I，08I 73．4％ 464 430 252 4．3
類一身障

皿類計

事務

120

P8

1．472

@70
1．081

@67
73．4％

X5．．7％

464

S2

．430

S1

252

P8

些．3

R7

口許 80b
1ま，053 8，410 75．王路 2，388 2，224 1，407 6．o



（2）　採用選考’等

　　　平成18年度人事委員会が実施した杉並区の採用選考一等の実施状況は次のとおり一である。

ア　指導室長・医師

区分 合格者数

指導室長 O 人

医師（課長級以上．） 4 ．人

計 4 人

イ　一・般職の任期付職員の採用選考・

採用職層 採用承認人数

課長級

統括一課長

人人人

部長級

教諭 ／人

（3）　管理職選考一

　　一ア　受験資格及び選考一方法

　　　O　I類
　　　　（受験資格）．要綱’で定める職種の職務に従事する．人のう一ち、平成ユ9年3月末日現在、

　　　　　　　　　　年齢55歳未満で、主任主事以上．の在職期間が6年以上．の人。

　　　　（選考方法）　筆記考査（択一・・記述一・論文）、勤務評定、口頭試間、適性．評定（技術のみ）

　　　○　皿類

　　　　（受験資格⊇　要綱で定める職種の職務に従事する人のう一ち・平成王9年3月末日現在・

　　　　　　　　　　年齢47歳以上．56歳未満’で、総括係長の在職期間がユ年以上の人。

　　　　（選考方法）　筆記老一査（論文〕、勤務評定、口頭試問

　　・イ　実施状況（23区一一特別区人事厚生事務組．合・特別区競馬組．合の合計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、％）

右資絡名数

@　＾

一中嘩数

@B

申込率

a／A

受験者数

@C

受験率

b／B

口頭試問

i出者数

@D

口頭試間

i出率

@D／C

合格者数

@E

合格率

d／C

事務 19，137
797 4．2 5I9 65．．1 重86 35．8 8］ 15．6一

技術I
783 90 1｝．5 58

64．4
1I 茎9．．O 7 12．．1

技術II
529 57 i2．．7 39 58．．2 ｝2 30．．8 8 20．151類

技術皿 1，407
43 3．1

34 一丁9．．I 8
23．5 5・ 14．了

技術計 2，719
200 74 13］ 65．5 3王 23．了 20

15．3

計 21，856
997 4．．6 650 65．．2 217 33．．4 lol 三5．．5

事務 1，052
209

19．9 五石9 80．．9 1I3 66．9 49 29．O
1類

技術
230 40 1丁．4

27
67．5

7
25．9 了 25．9

計 1，282
249 I9．．4 190

78．7
120 61．．2 56 28．．6

合計 23，138 1，246 5．4
840 67．．9 337 39．8 157 18．6



（4）　特例転職選考

　　　ア　受験資格及び選考方法

　　　　（受験資格）　日本国籍を・有し、平成ユ9年3月末日現在、年齢満55歳未満一で、

　　　　　　　　　　　r一・船業務」の職務に従事する人又は、技能系職種に在職し、専ら

　　　　　　　　　　事務の業務に従事し一ていると任命権者が認．める人。

　　　　（選考方法）　筆記者’査（択一・・作文）、勤務評定

　　　イ　実施状況．（23区一一特別区競馬組．合の合計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、％〕

有資格者数

@A
申込者数

@B
申込率

a／A

受験者数

@C
受験率

b〃

合格者数

@E
合格率

d／C種目1」 職種 職務

繍
業務 一般業務 99 29 29．3

25
86．2

14 56．．O

自動車運転 5 4 80．．O 4
1oo．o

3
75．O

技能I ボイラー一技士 o
一 一 一 ■ 一 ．

介護指導 150 95 63．3 τ5 τ8．9
51 68．．O

一電話交換 6 2 33．．3
王

50．O
O

O．O

警備 13 3 23．．1 3 1oo．．o 2
66．7

技能Il
一般技能

1 ｝ 1OO．．O 1
1OO．．O

I
lOO．O

作業1
29 17 58．．6 I三 04．．7 6

54．5

調理
13 9 69．．2 9

1oo．．o
7 77．．8

用務
50 39 丁8．o 36

92．3
29 80．．6

技能皿 学童擁護
o

■ 一 ■ L 一 ■

環境技能
1 o o．．o

■ 一 一 ■

作業II 63 42 66．7
39

92．9
22 56．．4

技能V 家庭奉仕
20 9 45．．O 7 77．．8 3

42．9

技能系計一 351 221 63．．o 186 84．．2 124 岳6．．7

合計
450 250 55．6

211 844 I38 65．．4

（注）ユ 技能V及び技能Vlは有資格者なし



2　給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

　平成至8年10月］2日、23区の各区議会議長及び区長に対し、一・般職の特別区職員の給与等について報告

及び勧告を行・った。

　その概要は次のとおりである。

（ユ）本年のポイント

①民間との給与・較差が一マイナス較差（△O．41％）のため、給料表及び配偶者に係る扶養手当を引下

　　　げ（2年連続）

　　・期末手当・勤勉手当（ボー一・’ナース．）は、改定なし

②地域手当の支給害竈合を一18％に改定し、本格導入。但．し、当分の間、現行からユ％引・さ・上げ13％と

　　　し、給料・月額を一・律王％程度引下一げ

③国全体での少子化対策に配慮し、扶養手当のうち一3人目以降の子’等の支給月額を1，OOO円引き上

　　　げ5，500円に改定（平成19年4月1日実施）

④公民給与の比較カー法を、企業規模100人以上から50人以上に見直し

⑤給与構造の改革

　　・地域手一当の支給割合の見直し、給与カー一・一ブのフーラット化、管理職手当の定額化等

⑥少数精鋭の簡素で効率的な組織運営に向けた人材の確保と育成

　　・評価制度を一23区会’て一’で遅滞なく開始、運用することが必要

　　・民間での知識や経営感覚等を・公務’で活・周するため経験者採用制度を実施

　　・管理職選考制度につい’て’、受験資格年齢や能力実証方法の早急な見直しが必要

　　・入物重視の観点．からコンピテ・シシ・一・手・法による面接の本格導入

（2）職員の給与に関一す一る報告（意見）・勧告

①本年の給与改定に’つい’て一

　　ア　民間給与実態調査の内容（平成18年4月）

企業規模50．人以上．一で、かつ事業所規模50人以上．の事業所

特別区内の984民間事業所を実地調査（調査完7749事業所）

イ　職員給与等実態調査の内容（平成18年4月）

ウ　公民比較方法等の見直し

．工

．．、比較対1嚢牲1薬埠慎一∴企業規模100人以上→50人以上

三：11．：牝一鼓＝好ミ象1篠11拳＝阜∵スタッフ職を比較対象に追加等

公民比較の結果

∴二1≒

_之∴
?繭儲阜・1．・

月　例　給

ｽ均給与
432，l19円 433，90了円

△1，788円

i△o．．41％）

特　別　給

^問支給月数
4．46月 4．45月

　　o　oI月

哩?定を一行一わない

（注）職員、民間従業員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない。（注）職員、民間従業員ともに本年度の新卒採用者は、含まれていない。



②改定の内容

　ア　給料表

　　　i・公民較差の是正．のだ．め、…級等の引下一げを緩和しつつ、各級におい’て引下一げ改定

　イ　扶養手当

z偶者

z偶者のない第一・千・

13，700円

（△1，ooo円）

ウ　地域手当の支給割合の変更に伴う配分の見直し

　　・地域手。当の支給割合の段階的引上．げ（本年13％）に伴い、給料・月額を一1％程度引下一げ

．工．行一政職給料・表（一・）の初任給

179，200円（据置一き一）

143，OOO円（△1，300円）

　　＊皿類は、地域手当との合計額で現行・水準を維持

オ　配分

（注1〕四捨五入の関係で、内訳は合計と一・致しない。

（注2）本表には、地域手当の支給割合改定に伴う配分変更を含む

（参

　カ　実施時期等

　　　・給与水準引下げの改定’であるた．め、遡及．することなく、改正条例の公布日の属する月の翌月の

　　　　初日（公布一の日が月の初日’であると’きは、その日）から実施

　　　・平成18年4月から改定の実施前日までの期間に係る公民較差相当分について、平成19年3月

　　　　に支給される期末手。当の額において、所要の調整を・実施

③給与構造の改革

　ア　地域手当の支給割合

　　　川国等との制度上の均衡を図り、区民に理解されやすい給与制度とする趣旨から本格導入（支給

　　　　害蛤の段階的な引上．げに合わせ’て一、給料・表水準は段階的に引・き下一げ）

　イ　給与力’一・ブのフラット・化

　　　i一隼齢別民間賃金との均衡を一図るため、中高齢層職員の給与水準を抑制し、若年層との世代間配

　　　　分を・是正

　ウ　管理職手当の定額化（平成I9年4月1日実施）

　　　一一職務一・職責を的確に．反映’できるよう定率熊11から定額制に移行

　　　i一現行・の区分を・改め、より職務i一職責を・考・憲一した手当額を・本年・庚申に提示

　．工．一・般職．員の勤勉手当へ．の成績率のさらなる反映

　　　i一一・般職員に成績率が導入されたが、さらなる反映に向け’て取り組む必要

　オ　級格付制度の廃止．と行政職給料表（一・）9級等のあり方

　　　・任用上．の基準のない行・（一・〕9級は、①職務給の原一則の徹底、②国や他1迅体の職級構成との均

　　　　衡、③組織の簡素化、④能力・業績及び職責に応じた適切な処遇、⑤給与水準は特別職の報酬



　　　　への配慮、等の観点から早急に改善へ向けた取組みが必要

　カ　管理職の職務・職責を的確に反映した給与水準への是正

　　　i一管理職の職務の困難性や職責の重大さ一に応じ、処遇を・改善

④　その他

　ア　扶養手当（平成19年4月三日実施）

　　　・国全体’で少子化対策が推進一されて一いることに配慮し、扶養親族一である子一等のう一ら3．人目以降．に

　　　　係る支給月額を・ユ．OOO円引き上．げ、二．人目ま’でと同額の5，500円に改定

　・イー特殊勤務手。当

　　　・一・各区の特殊勤務手当の適正．化へ向けた取組．みを評価

　　　・一区民の理解と納得が得らねるよう不断の検証を・期待

　ウ　教育一職．員の給与制度

　　　・区1費負担．小学校教育一職．員及び区1が設置する中等教育学校教育職員に適用さ一れる給与制度は、．東

　　　　京都の教育職員との均衡を考慮して一、制定又は改定することが適当

（3）．人事制度、勤務環境の整備等に関する報告（意見）

①少数精鋭の簡素で効率的な組．織運営に向けた．人材の確保と育成

　　ア　能力・業績に基づく」人事管理と評価制度

　　　　・平成19年1月から給与処遇へ反映させる勤務実績の評価を23区会て一で遅滞なく開始、適切に．

　　　　　運用することが必要

　　　　・目標管理手法について管．理職員に加えて一、一・般職員への導入を・図・っていくべき

　　　　・評価結果の開示や苦情処理制度、評価者訓練の充実により、評価に対する公平性、透明性、納

　　　　　得性二等を一高めることが必要

　　イ　人材供給構造の多様化に対・応じた有為な．人材の確保

　　　　受験者・数の減少は、非常に危惧すべき状況’であり、人材供給構造の多様化に．対応した人材確保策

　　　が必要

　　　　・幅広一い分野から有為な人材を・確保’で・き・るようI類採用試験に・ついて能力実証方法のあり方を

　　　　　検討．技術系は、専門的知識等をさらに重．視する方向’で検討

　　　　・民間での専門的な知識経験等を・公務に活かすため、初任層及び即戦力となる中堅層を・対象に経

　　　　　験者採用の実施が必要

　　　　i一人物重視の採用に向け、コンビ・テ・ンシー・面一接の手法を一・部導．入。今後も本格的に導入し、優れ

　　　　　た人材を・より的確に選抜

　　　　・一国、他団体や民間企業の採用スケジュ．・一・ル・や動向を．見極め、今後も他団体に．先駆けたアピ・一・ル

　　　　　度の高い・採用PR活動を・強力に実施

　　ウ　組織を・支える人材の安定的確保

　　　　各昇任選考におけ一る有資格者数の減少や受験率の低下は、組織力の低下が危惧される状況

　　　　i一生イ壬主事昇任選考・の受験資格年数を引き下げ、若年層から計画的に人材の育成を図る必要

　　　　i一管理職選考について、職員の一ライフス’テー一一・ジベの配慮．、各・昇。任選考との関係を重．視して、．受験

　　　　　資格年齢や能力実証方法等の早急’で具．体的な見直しが必要

　　．工．時代の変化に応じた人材育成計画

　　　　i一能力i・業績及び職責に基づく．人事■一給与制度への転換に対応して、．人材育成計画のさらなる充

　　　　　実が必要

②勤務環境の整備に一つい’て

　　i一少子化への対応として、職業生活と家庭生活一の両立．に向け一た環境整備が重要



　．総実勤務時間の短縮に向け不断の取組みが必要

　i一心の健康’づくり対策として…・部の区において基本的な計一一画の策定が行一われたが、引き続き衛生．

　　　委員会の活・用等、心の健康づくり対・策の実施が必要

　・一休息時間・一休憩時間について、国や民間の状況を・踏まえた検討が必要

　・一人事院が意見の申し出を・行’・った自己啓発等休業制度につい’ては、その趣旨や区の実情を踏まえ

　　　’つIつ検討

③公務．員倫理

　　公務運営に著しい支障をきた’す一ような場合には、分限制度の趣旨に則り、制度の適正な運用が必要



3　勤務条件に関する措置の要求の状況一

　平成18年度申における杉並区の措置要求の状況は、下一記のとおりです。

前年度からの

p続件数A
18年度

v求件数B

完結件数 翌年度継続

署煤@A＋B－C

備 考
C

O 互 o 玉

4　不利益処分に関する不服申立ての状況

　　平成I8年度中における杉並区1の不服申立ての状況は、下記のとおりです。

前年度からの

p続件数A
18年度

¥立て一件数B

完結件数 翌隼度継続

署煤@A＋B－C

備 考一

C

o o o o
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